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平成 ２４ 年第３回まんのう町議会定例会会議録（第３号） 

平成２４年９月２５日    開 議  午前９時３０分

日程第１

大岡議長

青野議会

事務局長

大岡議長

藤田議会

運営委員長

おはようございます。ただいまの出席議員は１６名であります。

定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。

なお、執行部 社会教育課長 尾崎裕昭君が葬儀のため欠席でありますので、課長補佐 脇隆博君が出席しておりますので、報

告をいたしております。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。

日程に入るに先立ちまして、議会報告をいたします。

事務局長 青野進君。

それでは、御報告申し上げます。

初めに、各常任委員長から会議規則第７７条の規定に基づく、付託審査結果報告書を受理いたしました。

次に、総務常任委員長から、会議規則第７５条の規定に基づく閉会中の継続審査申出書を受理いたしました。

次に、議会運営委員長及び各常任委員長から会議規則第７５条の規定に基づく閉会中の継続調査申出書を受理いたしました。

次に、地方自治法第１１２条及び会議規則第１４条の規定に基づく議員提出意見書１件を受理いたしました。

以上で、議会報告を終わります。

議会報告を終わります。

日程第１ 本日の議事日程等について、議会運営委員会の報告を願います。

議会運営委員長 藤田昌大君。

おはようございます。議会運営委員会の御報告を申し上げます。

９月２４日、午前９時３０分より第１委員会室におきまして、町長、副町長、総務課長、議長同席のもとに、議会運営委員会の

委員全員が出席いたしまして、慎重に審議いたしました。その結果を御報告いたします。

それでは、お手元に配付されております議事日程第３号について、御説明を申し上げます。

日程第１  議会運営委員会の報告          議会運営委員長

日程第２  会議録署名議員の指名
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藤田議会

運営委員長

日程第３  付託案件の委員長報告          教育民生常任委員長

日程第４  付託案件の委員長報告          建設経済常任委員長

日程第５  付託案件の委員長報告          総務常任委員長

日程第６  認定第１号  平成２３年度まんのう町一般会計歳入歳出決算認定について

日程第７  認定第２号  平成２３年度まんのう町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

日程第８  認定第３号  平成２３年度まんのう町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

日程第９  認定第４号  平成２３年度まんのう町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

日程第１０ 認定第５号  平成２３年度まんのう町診療所特別会計歳入歳出決算認定について

日程第１１ 認定第６号  平成２３年度まんのう町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について

日程第１２ 認定第７号  平成２３年度まんのう町下水道特別会計歳入歳出決算認定について

日程第１３ 認定第８号  平成２３年度まんのう町農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定について

日程第１４ 認定第９号  平成２３年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第１５ 認定第１０号 平成２３年度まんのう町水道事業会計決算認定について

日程第１６ 議案第３号  字の区域の変更について

日程第１７ 議案第６号  平成２４年度まんのう町一般会計補正予算案第２号

日程第１８ 議案第７号  平成２４年度まんのう町国民健康保険特別会計補正予算案第１号

日程第１９ 議案第８号  平成２４年度まんのう町介護保険特別会計補正予算案第１号

日程第２０ 議案第９号  平成２４年度まんのう町診療所特別会計補正予算案第１号

日程第２１ 議案第１０号 平成２４年度まんのう町簡易水道特別会計補正予算案第１号

日程第２２ 議案第１１号 平成２４年度まんのう町下水道特別会計補正予算案第１号

日程第２３ 議案第１２号 平成２４年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計補正予算案第１号

日程第２４ 議案第１３号 平成２４年度まんのう町水道事業会計補正予算案第１号

日程第２５ 議案第１４号 エピアみかどの指定管理者の指定について

日程第２６ 議案第１５号 まんのう町琴南健康ふれあいの里指定管理者の指定について

日程第２７ 議案第１６号 まんのう町琴南高齢者婦人活動センターの指定管理者の指定について
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日程第２

日程第３

大西豊議会

運営委員長

大岡議長

髙木教民

常任委員長

日程第２８ 議案第１７号 大川山キャンプ場の指定管理者の指定について

日程第２９ 議案第１８号 まんのう町塩入ふれあいセンターの指定管理者の指定について

日程第３０ 議案第１９号 塩入ふれあいロッジの指定管理者の指定について

日程第３１ 議案第２０号 塩入ふるさと研修館の指定管理者の指定について

日程第３２ 議案第２１号 塩入健康センターの指定管理者の指定について

日程第３３ 議案第２２号 まんのう町仲南特産品センターの指定管理者の指定について

日程第３４ 議案第２３号 まんのう町仲南道の駅交流センターの指定管理者の指定について

日程第３５ 議案第２４号 二宮忠八飛行館の指定管理者の指定について

日程第３６ 意見書第２号 尖閣諸島の国有化に反対する中国に対して、外交の見直しを求める意見書案   【即 決】

日程第３７ 議員派遣の件

日程第３８ 閉会中の継続審査について

以上の日程で意見の一致を見、午前１０時１５分、委員会を閉会いたしました。

以上で、議会運営委員会の報告を終わります。

議会運営委員会の委員長報告を終わります。

ただ今の委員長報告に対する質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終了いたします。

日程第２ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において７番 白川年男君、８番 白川皆男君を指名いたします。

日程第３ 付託案件の委員長報告の件を議題といたします。

教育民生常任委員会の付託案件について委員長の報告を求めます。

教育民生常任委員長 髙木堅君。

それでは、教育民生常任委員会の委員長報告を申し上げたらと思います。

去る９月１４日、第１委員会室におきまして、委員全員出席し、執行部より町長、副町長、総務課長、所管課長出席のもと、教
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髙木教育

民生常任

委員長

育民生常任委員会を公開にて開催いたしたわけでございます。

９月定例会本会議におきまして、当委員会に付託されました案件は、認定第２号から認定第５号、認定第９号、議案第７号から

議案第９号、議案第１２号の９案件で本会議に引き続き、執行部より詳細説明があり、審査を行いました。

認定第２号 平成２３年度まんのう町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

認定第３号 平成２３年度まんのう町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

認定第４号 平成２３年度まんのう町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

認定第５号 平成２３年度まんのう町診療所特別会計歳入歳出決算認定について

それぞれ執行部より説明がありました。

認定第９号 平成２３年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出決算認定について、し尿・浄化槽汚泥処理許可業者

の数及び浄化槽保守点検委託業者について質疑があり、執行部より、現在、汚泥処理許可業者は６社で、そのうち町内業者は２社、

保守点検委託業者は８社で、町内業者は２社であるとの説明がありました。

議案第７号 平成２４年度まんのう町国民健康保険特別会計補正予算案第１号については、執行部が詳細な説明がありました。

議案第８号 平成２４年度まんのう町介護保険特別会計補正予算案第１号について、要介護認定時の認定調査員の人員について

質疑があり、執行部より、原則１名で行っているが、ケースによっては２名の場合もあり、一次判定、二次判定を経て認定してい

るとの説明があったわけでございます。

議案第９号 平成２４年度まんのう町診療所特別会計補正予算案第１号について、執行部より説明がありました。

議案第１２号 平成２４年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計補正予算案第１号について、執行部より説明がありまし

た。

また、平成２３年度一般会計決算認定及び平成２４年度一般会計補正予算案の教育民生常任委員会関係部分について質疑を行い

ました。

平成２３年度の決算認定については、学校給食施設整備事業、高齢者用肺炎球菌ワクチン接種、かりんバス運行事業、仲善広域

シルバー人材センター運転手委託、要援護者台帳、敬老祝金、出産祝金、保育料・給食費未納状況、健康づくり推進事業、母子保

健事業、太陽光発電事業について質疑がありましたが、各委員理解され、了承したものと思います。

平成２４年度補正予算案については、戸籍住民登録専用回線、町内遺跡発掘調査事業などについて質疑意見がありましたが、執

行部の答弁があり、教育民生常任委員会関係部分については、委員も理解・了承したものと思っております。
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日程第４

髙木教育

民生常任

委員長

大岡議長

川原委員長

付託されました案件について、次のとおり決定いたしましたので、会議規則第７７条の規定により、その結果を報告したらと思

います。

認定第２号  平成２３年度まんのう町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について      全会一致で認定

認定第３号  平成２３年度まんのう町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について     全会一致で認定

認定第４号  平成２３年度まんのう町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について        全会一致で認定

認定第５号  平成２３年度まんのう町診療所特別会計歳入歳出決算認定について         全会一致で認定

認定第９号  平成２３年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出決算認定について   全会一致で認定

議案第７号  平成２４年度まんのう町国民健康保険特別会計補正予算案第１号          全会一致で可

議案第８号  平成２４年度まんのう町介護保険特別会計補正予算案第１号            全会一致で可

議案第９号  平成２４年度まんのう町診療所特別会計補正予算案第１号             全会一致で可

議案第１２号 平成２４年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計補正予算案第１号       全会一致で可

以上の審議で意見の一致を見たわけでございます。

全付託されました案件の審査報告でございます。

また、閉会中の所管事務調査を申し出ることとし、委員会を閉会いたしました。

以上で、教育民生常任委員会の委員長報告にかえさせていただきます。

これをもって、教育民生常任委員会の付託案件に関する委員長報告を終わります。

ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終了いたします。

日程第４ 付託案件の委員長報告の件を議題といたします。

建設経済常任委員会の付託案件について委員長の報告を求めます。

建設経済常任委員長 川原茂行君。

建設経済常任委員会の委員長報告を申し上げます。
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川原建設

経済常任

委員長

去る９月１２日、１３日、第１委員会室におきまして、委員全員出席、議長同席し、執行部より、町長、副町長、総務課長、所

管課長出席のもと、建設経済常任委員会を公開にて開催いたしました。

９月定例会本会議におきまして、当委員会に付託されました案件は、認定第６号、認定第７号、認定第８号、認定第１０号、議

案第３号、議案第１０号、議案第１１号、議案第１３号の８案件で、本会議に引き続き、執行部より、詳細説明を求め、審査をい

たしました。

認定第６号 平成２３年度まんのう町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定については、節水啓発を行っているのに有収量が増加

した要因について質疑あり、執行部より、住民の節水意識の低下が最大の要因だと思われ、啓発を行っていくとのことであります。

認定第７号 平成２３年度まんのう町下水道特別会計歳入歳出決算認定については、下水道エリアの今後の設定方針について質

疑があり、執行部より現段階では、現在指定しているエリア内での運営を行うとのことでありました。

認定第８号 平成２３年度まんのう町農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定については、料金収入について質疑があり、執行

部より説明がありました。

認定第１０号 平成２３年度まんのう町水道事業会計決算認定については、水道用石綿セメント管更新事業について質疑があ

り、執行部より、ほぼ上水道エリア全域で布設替えを完了しており、その他の老朽化した水道管についても順次計画的に取替えを

行っていくとのことであります。

また、委員より、高度浄水処理にかかる通常経費について質疑があり、執行部より、動力費が５００万円程度増えたが、詳細に

ついては、資料を作成し、後日報告するとのことであります。

議案第３号 字の区域の変更については、地籍図・航空写真で位置を確認し、執行部より、提案理由説明がございました。

議案第１０号 平成２４年度まんのう町簡易水道特別会計補正予算案第１号について、執行部より、計画停電等に備え、水道水

の安定供給確保を行うため、発電機を整備したいとの説明でありました。

議案第１１号 平成２４年度まんのう町下水道特別会計補正予算案第１号について、執行部より、四條地区で下水道管の道路横

断敷設が難しかった国道３２号が、県道２８２号高松琴平線となり、簡易な工法で工事が可能となったため、実施したいとの説明

でありました。

議案第１３号 平成２４年度まんのう町水道事業会計補正予算案第１号について、新旧水道会計システムの違いと新システムに

しなければならない理由について質疑があり、執行部より、地方公営企業法の改正に伴い、みなし償却制度の廃止、退職給付引当

金、減損会計の導入、勘定科目の変更等、会計制度が見直されたため、現行システムは対応できず、新システムの導入が必要にな



7

川原建設

経済常任

委員長

大岡議長

ったとの説明でありました。

また、平成２３年度一般会計決算認定及び平成２４年度一般会計補正予算案の建設経済常任委員会関係部分について質疑を行い

ました。

平成２３年度の決算認定については、下水道事業、有機性資源堆肥化事業、公園美化清掃事業、公園台帳作成事業、ため池ハザ

ードマップ作成業務、造林事業、林道開設改良事業、満濃池周辺整備事業、民間住宅耐震対策支援事業について質疑がありました

が、各委員理解され、了解されたものと思っております。

平成２４年度補正予算案につきましては、満濃池周辺施設の土地借上料、町営住宅修繕費、ため池ハザードマップ、公共土木災

害復旧費などについて、質疑・意見がありましたが、執行部の答弁があり、建設経済常任委員会関係部分については、委員も理解

し、了承したものと思います。

付託されました案件について、次のとおり決定しましたので、会議規則第７７条の規定により、その結果を報告いたします。

認定第６号  平成２３年度まんのう町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について      全会一致で認定

認定第７号  平成２３年度まんのう町下水道特別会計歳入歳出決算認定について       全会一致で認定

認定第８号  平成２３年度まんのう町農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定について    全会一致で認定

認定第１０号 平成２３年度まんのう町水道事業会計決算認定について            全会一致で認定

議案第３号  字の区域の変更について                          全会一致で可

議案第１０号 平成２４年度まんのう町簡易水道特別会計補正予算案第１号          全会一致で可

議案第１１号 平成２４年度まんのう町下水道特別会計補正予算案第１号           全会一致で可

議案第１３号 平成２４年度まんのう町水道事業会計補正予算案第１号            全会一致で可

とすることで意見の一致を見ました。

以上、付託案件審査の報告です。

また、閉会中の所管事務調査を申し出ることとして、委員会を閉会いたしました。

以上で、建設経済常任委員会の委員長報告を終わります。

これをもって、建設経済常任委員会の付託案件に関する委員長報告を終わります。

ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

質疑はありませんか。
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日程第５

大岡議長

本屋敷議員

大岡議長

川原建設

経済常任

委員長

大岡議長

大西豊総務

常任委員長

５番 本屋敷崇君。

今、付託時において議案第１３号の水道事業会計のほうで、ちょっと質疑をさせていただいた関係で、質疑させていただきます

が、今回２３０万の地方公営企業会計制度移行支援業務という名目で入っていますが、これ水道だけに関する話ではなくてですね、

最近、一般事務すべてにおいて、公営企業に準じた会計システムが導入されているんですけれども、以前からのですね、法定受託

事務を主としてきた地方自治体にはかなりですね、対応しづらい部分が多くなっているんではないかと。ある種多くのですね、議

員さんのほうからも一般質問もでていますけれども、ＳＥであったりですね、公会計に精通した人間であるとか、そういった人間

の登用であるとかですね、また今現在の職員さんの中で、そういった資格を取っていただくとか、そういったことを必要としたよ

うな時代ではないのかなと。時代になってきたのではないのかな、もしくはＰＰＰとして、ある程度の業務、人員削減も含め、外

に出してしまうというような時代に来ているのかなと思うんですけれども、そういった話がですね、委員会の中で、どのように話

されたのかだけお願いします。

１３番 川原君。

ただいま本屋敷議員さんから質問がございました。建設経済常任委員会も、これは当初の初日の日にそういう意見も聞いており

ましたので、建設経済常任委員会では、ここに一番時間を費やしたかも分かりません。そういうことで、職員の今のシステムでは、

職員が対応できないと、こういうことで、かなりな踏み込んだ質疑に入りました。当然、委員の方からも、今後この水道会計だけ

じゃなくて、今の時代におうたような特別職、いわゆる専門職等のものを考えていく必要性があるのではないかという意見は出し

ております。以上です。

他に質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

これをもって、質疑を終了いたします。

日程第５ 付託案件の委員長報告の件を議題といたします。

総務常任委員会の付託案件について委員長の報告を求めます。

総務常任委員長 大西豊君。

総務常任委員会の委員長報告を申し上げます。

去る９月１９日、２０日、第１委員会室におきまして、委員全員出席、教育民生常任委員長、建設経済常任委員長、議長同席し、

執行部より、町長、副町長、所管課長全員の出席のもと、総務常任委員会を公開にて開催いたしました。
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大西豊総務

常任委員長

９月定例会本会議におきまして、当委員会に付託されました案件は、認定第１号、議案第６号、議案１４号から議案第２４号の

１３案件であります。

初めに、認定第１号 平成２３年度まんのう町一般会計歳入歳出決算認定及び議案第６号 平成２４年度まんのう町一般会計補

正予算案第２号につき、教育民生常任委員長、建設経済常任委員長より、各委員会での質疑等について報告がありました。

その後、付託案件につきまして、本会議に引き続き、執行部より詳細説明を受け、各委員より質疑、意見がありました。

議案第６号 平成２４年度まんのう町一般会計補正予算案第２号につきましては、委員より、町営住宅の貸主側の管理責任の範

囲について質疑があり、執行部より、公営住宅法及びまんのう町営住宅条例に定めるほか、原因者が不明確な場合は、貸主が修繕

等を行うとの説明があり、委員より今後公営住宅についても、ファシリティ・マネジメントの手法を取り入れていくべきであると

の意見がありました。

また委員より、満濃池周辺既存施設の借地契約について質疑があり、執行部より、国・県の基準を準用し、平成３０年度末まで

の有償契約を行ったとの説明があり、委員より状況が変化しているので、次の契約更新時期までに、満濃池周辺整備計画を見直し、

周辺施設が相乗効果を発揮できるようにすべきであるとの意見がありました。

また、委員より、町が導入している地理情報システムについて質疑があり、執行部より、基になる図形データに関しては共有し

ているが、課税情報、個人情報の取り扱いやソフト上の問題から、課税上は別のシステムで地理情報システムを運用しているとの

説明がありました。

認定第１号 平成２３年度まんのう町一般会計歳入歳出決算認定について、委員より、職員の人事評価制度の早期運用の実施に

ついて質疑があり、執行部より、現在、職員の人材育成と資質の向上に取り組んでおり、評価結果を賞与等に直通反映させるのに

は今しばらく時間がかかるが、全職員が緊張感を持って業務を行っているとの説明がありました。

また委員より、各種団体への補助金の配分について見直しを行うべきとの質疑があり、執行部より、補助団体の活動実態を精査

し、補助の可否及び補助金額の判定を行うように考えていくとの説明がありました。

また委員より、音声告知器を利用したページング放送の利用状況について質疑があり、執行部より、利用団体はまだ少数で、防

災面でも活用できることから、今後も自治会へ十分周知を行っていきたいとの説明がありました。

また委員より、公用車の管理、公有財産の貸付、町営バスの運用、地域公共交通総合連携計画、税金滞納者対策、災害時要援護

者支援対策、ＡＥＤ機器について質疑があり、執行部より説明がありました。

議案第１４号 エピアみかど指定管理者の指定について
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大西豊総務

常任委員長

大岡議長

議案第１５号 まんのう町琴南健康ふれあいの里指定管理者の指定について

議案第１６号 まんのう町琴南高齢者婦人活動センターの指定管理者の指定について

議案第１７号 大川山キャンプ場の指定管理者の指定について

議案第１８号 まんのう町塩入ふれあいセンターの指定管理者の指定について

議案第１９号 塩入ふれあいロッジの指定管理者の指定について

議案第２０号 塩入ふるさと研修館の指定管理者の指定について

議案第２１号 塩入健康センターの指定管理者の指定について

議案第２２号 まんのう町仲南特産品センターの指定管理者の指定について

議案第２３号 まんのう町仲南道の駅交流センターの指定管理者の指定について

議案第２４号 二宮忠八飛行館の指定管理者の指定について

の１１議案については、執行部より、指定管理者である、ことなみ、仲南振興公社における経営改善の状況と今後の経営方針並

びに指定管理者制度の運用について説明があり、委員より、指定期間を５年とする理由、指定管理者の選考方法、指定する施設の

選択、両振興公社の経営体質、公益法人制度改革に伴う公社の動向や変動点、町有施設の見直しと改廃などについて、多くの質疑

があり、指定管理者予定施設の現状と管理状況を確認し、来月開催されることなみ振興公社理事会及び仲南振興公社役員会の結果

をもとに、審議を行う必要があることなどから、指定管理者関連の１１の議案については、今後十分時間をかけて、内容の審査を

行い、継続審査とすることになりました。

付託されました案件については、次のとおり決定しましたので、会議規則第７７条の規定により、その結果を報告いたします。

認定第１号 平成２３年度まんのう町一般会計歳入歳出決算認定について         賛成多数で認定

議案第６号 平成２４年度まんのう町一般会計補正予算案第２号             全会一致で可

とすることで意見の一致を見ました。

以上、付託案件審査の報告です。

また、閉会中の所管事務調査を申し出ることとし、委員会を閉会いたしました。

以上で、総務常任委員会の委員長報告を終わります。

これをもって、総務常任委員会の付託案件に関する委員長報告を終わります。

ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
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日程第６

大岡議長

藤田議員

大岡議長

大西豊総務

常任委員長

藤田議員

大岡議長

大西委員長

大岡議長

本屋敷議員

質疑はありませんか。

１０番 藤田昌大君。

１０番 藤田ですが、１点だけちょっと委員長にお聞きしたいと思います。

満濃池周辺の部分でですね、周辺施設の借地契約についていうことについて、平成３０年ということであります。普通、我々、

町とですね、こういったとこが契約する場合に、６年いうたらまた短いような気がします。そういった中でですね、なんでこうい

う期間になったかいう説明、質疑があったかいうんと、もう１点、満濃池周辺使うときにですね、かりん広場が非常に私たちは有

効に使えるんですね。それが今度は契約に入ってないという説明がありましたので、それらについて委員会で質疑があったか、な

かったかだけ、ちょっとお願いします。

１２番 大西豊君。

質疑ありました。国・県の契約条項に基づいての契約に至ったということです。次回からの契約については、さきほども報告し

たように、国・県等に合わせたいうことと、もう１点は今既に結んでおる、かりん会館の契約が３１年ということも考慮に入れた

ようです。

借りるん。

大西君。

報告では地権者の要望だそうです。

他に質疑はございませんか。

（「なし」の声あり）

質疑を終結いたします。

日程第６、認定第１号 平成２３年度まんのう町一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

５番 本屋敷崇君。

５番 本屋敷崇、反対討論を行います。２３年度決算において審査した結果、いくつかの案件が効果的な行政執行が行われてい

ないと判断したため、同意に反対いたします。

主なものとして、各種団体の補助金の補助について、補助金本来の趣旨である効果的な施設に対する補助、ああ、施策に対する
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本屋敷議員

大岡議長

白川皆男

議  員

大岡議長

補助ではなく、施策に関係なく毎年同額の補助を行っている団体や中にはその年の補助金に相当する繰越金を持つ団体が存在す

る。このことは、団体の自立性の促進を妨げ、施策の形骸化を招きかねないものであり、公金の効果的な施行されているとは言い

がたい。

また、２３年度においては、大きな問題にもなった満濃中学校改築等複合施設の整備において、契約時に特別委員会の前委員長

を始め、当時の常任委員３人を含めた反対者が出たということは、執行部の契約に至るまでの行政執行に疑問が残り、また、契約

していたアドバイザリー業務が金額に見合う業務内容であったのか、甚だ疑問である。

執行部はこれに対し、アドバイザリー業務の精査を行うことなく、公金を支出しているとのことであり、本来あれだけ紛糾した

案件であるならば議会に対し、成果物の提出、アドバイザリー業務の外部監査などをしてしかるべきであるのに、それもされてい

ない。公金支出の重みをもう少し真摯に受けていただきたい。

その他、人材育成における投資に見合った効果や形骸化された事業の見直しなど、これから予算を立てていく上で、もう少し執

行部としての決意を見せていただきたいものである。

あとに回せば回すほど、負担が増大していくことを認識していただくためにも、２３年度予算においては、適切な行政執行がさ

れていないものと判断させていただきます。以上です。

次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。

８番 白川皆男君。

８番、白川。各種補助金の見直し、各施設の統廃合は来年度以降、十分検討していくという執行部の答弁がありましたので、賛

成とします。

満中ＰＦＩ事業については、契約内容に沿って、順調に工事が進んでいますので、賛成といたします。以上、賛成討論です。

他に討論はありませんか。

これで討論を終結いたします。

これより、認定第１号 平成２３年度まんのう町一般会計歳入歳出決算認定についてを起立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は認定であります。

本案は委員長の報告のとおり、決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。
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日程第７

日程第８

大岡議長 よって、本案は委員長の報告のとおり認定されました。

日程第７ 認定第２号 平成２３年度まんのう町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定を議題といたします。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。

これをもって、討論を終了いたします。

これより、認定第２号 平成２３年度まんのう町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。

本案に対する委員長の報告は認定であります。

本案は委員長の報告のとおり、決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

よって、本案は委員長の報告のとおり認定されました。

日程第８ 認定第３号 平成２３年度まんのう町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。

これをもって、討論を終了いたします。

これより、認定第３号 平成２３年度まんのう町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。

本案に対する委員長の報告は認定であります。

本案は委員長の報告のとおり、決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

よって、本案は委員長の報告のとおり認定されました。
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日程第９

日程第 10 

日程第 11 

大岡議長 日程第９ 認定第４号 平成２３年度まんのう町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。

これをもって、討論を終了いたします。

これより、認定第４号 平成２３年度まんのう町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。

本案に対する委員長の報告は認定であります。

本案は委員長の報告のとおり、決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

よって、本案は委員長の報告のとおり認定されました。

日程第１０ 認定第５号 平成２３年度まんのう町診療所特別会計歳入歳出決算認定を議題といたします。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。

これをもって、討論を終了いたします。

これより、認定第５号 平成２３年度まんのう町診療所特別会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。

本案に対する委員長の報告は認定であります。

本案は委員長の報告のとおり、決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

よって、本案は委員長の報告のとおり認定されました。

日程第１１ 認定第６号 平成２３年度まんのう町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。
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日程第 12 

日程第 13 

大岡議長 これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。

これをもって、討論を終了いたします。

これより、認定第６号 平成２３年度まんのう町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。

本案に対する委員長の報告は認定であります。

本案は委員長の報告のとおり、決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

よって、本案は委員長の報告のとおり認定されました。

日程第１２ 認定第７号 平成２３年度まんのう町下水道特別会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。

これをもって、討論を終了いたします。

これより、認定第７号 平成２３年度まんのう町下水道特別会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。

本案に対する委員長の報告は認定であります。

本案は委員長の報告のとおり、決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

よって、本案は委員長の報告のとおり認定されました。

日程第１３ 認定第８号 平成２３年度まんのう町農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。

これより討論に入ります。
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日程第 14 

日程第 15 

大岡議長 討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。

これをもって、討論を終了いたします。

これより、認定第８号 平成２３年度まんのう町農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。

本案に対する委員長の報告は認定であります。

本案は委員長の報告のとおり、決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

よって、本案は委員長の報告のとおり認定されました。

日程第１４ 認定第９号 平成２３年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題といたしま

す。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。

これをもって、討論を終了いたします。

これより、認定第９号 平成２３年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。

本案に対する委員長の報告は認定であります。

本案は委員長の報告のとおり、決することに御異議ありませんか。

（「異議なしの声あり）

異議なしと認めます。

よって、本案は委員長の報告のとおり認定されました。

日程第１５ 認定第１０号 平成２３年度まんのう町水道事業会計決算認定についてを議題といたします。

これより討論に入ります。
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日程第 16 

日程第 17 

大岡議長 討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。

これをもって、討論を終了いたします。

これより認定第１０号 平成２３年度まんのう町水道事業会計決算認定についてを採決いたします。

本案に対する委員長の報告は認定であります。

本案は委員長の報告のとおり、決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

よって、本案は委員長の報告のとおり認定されました。  

日程第１６ 議案第３号 字の区域の変更についてを議題といたします。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。

これをもって、討論を終了いたします。

これより、議案第３号 字の区域の変更についてを採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は委員長の報告のとおり、決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。

日程第１７ 議案第６号 平成２４年度まんのう町一般会計補正予算案第２号を議題といたします。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。
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日程第 18 

日程第 19 

大岡議長

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。

これをもって、討論を終了いたします。

これより、議案第６号 平成２４年度まんのう町一般会計補正予算案第２号を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は委員長の報告のとおり、決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。

日程第１８ 議案第７号 平成２４年度まんのう町国民健康保険特別会計補正予算案第１号を議題といたします。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。

これをもって、討論を終了いたします。

これより、議案第７号 平成２４年度まんのう町国民健康保険特別会計補正予算案第１号を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は委員長の報告のとおり、決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。

日程第１９ 議案第８号 平成２４年度まんのう町介護保険特別会計補正予算案第１号を議題といたします。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）
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日程第 20 

日程第 21 

大岡議長 討論なしと認めます。

これをもって、討論を終了いたします。

これより、議案第８号 平成２４年度まんのう町介護保険特別会計補正予算案第１号を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は委員長の報告のとおり、決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。

日程第２０ 議案第９号 平成２４年度まんのう町診療所特別会計補正予算案第１号を議題といたします。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。

これをもって、討論を終了いたします。

これより、議案第９号 平成２４年度まんのう町診療所特別会計補正予算案第１号を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は委員長の報告のとおり、決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。

日程第２１ 議案第１０号 平成２４年度まんのう町簡易水道特別会計補正予算案第１号を議題といたします。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。
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日程第 22 

日程第 23 

大岡議長 これをもって、討論を終了いたします。

これより、議案第１０号 平成２４年度まんのう町簡易水道特別会計補正予算案第１号を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は委員長の報告のとおり、決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。

日程第２２ 議案第１１号 平成２４年度まんのう町下水道特別会計補正予算案第１号を議題といたします。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。

これをもって、討論を終了いたします。

これより、議案第１１号 平成２４年度まんのう町下水道特別会計補正予算案第１号を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は委員長の報告のとおり、決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。

日程第２３ 議案第１２号 平成２４年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計補正予算案第１号を議題といたします。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。

これをもって、討論を終了いたします。
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日程第 24 

日程第 25 

大岡議長 これより議案第１２号 平成２４年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計補正予算案第１号を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は委員長の報告のとおり、決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。

日程第２４ 議案第１３号 平成２４年度まんのう町水道事業会計補正予算案第１号を議題といたします。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

討論なしと認めます。

これをもって、討論を終了いたします。

これより、議案第１３号 平成２４年度まんのう町水道事業会計補正予算案第１号を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は委員長の報告のとおり、決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。

ここで議場の時計で１０時４５分まで休憩といたします。                 （休憩 午前１０時２７分）

それでは、休憩を戻しまして会議を再開いたします。                   （再開 午前１０時４５分）

日程第２５ 議案第１４号 エピアみかどの指定管理者の指定についてを議題といたします。

この議案については、総務常任委員長より、会議規則第７５条の規定において、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中

の継続審査の申し出があります。

お諮りいたします。
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日程第 26 

日程第 27 

日程第 28 

大岡議長 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。

日程第２６ 議案第１５号 まんのう町琴南健康ふれあいの里の指定管理者の指定についてを議題といたします。

この議案については、総務常任委員長より、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中

の継続審査申し出があります。

お諮りいたします。

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。

日程第２７ 議案第１６号 まんのう町琴南高齢者婦人活動センターの指定管理者の指定についてを議題といたします。

この議案については、総務常任委員長より、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中

の継続審査申し出があります。

お諮りいたします。

委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。

日程第２８ 議案第１７号 大川山キャンプ場の指定管理者の指定についてを議題といたします。

この議案については、総務常任委員長より、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中

の継続審査申し出があります。

お諮りいたします。

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。
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日程第 29 

日程第 30 

日程第 31 

大岡議長

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。

日程第２９ 議案第１８号 まんのう町塩入ふれあいセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。

この議案については、総務常任委員長より、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中

の継続審査申し出があります。

お諮りします。

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。

日程第３０ 議案第１９号 塩入ふれあいロッジの指定管理者の指定についてを議題といたします。

この議案については、総務常任委員長より、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中

の継続審査申し出があります。

お諮りします。

委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。

日程第３１ 議案第２０号 塩入ふるさと研修館の指定管理者の指定についてを議題といたします。

この議案については、総務常任委員長より、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中

の継続審査申し出があります。

お諮りします。

委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）
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日程第 32 

日程第 33 

日程第 34 

大岡議長 異議なしと認めます。

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。

日程第３２ 議案第２１号 塩入健康センターの指定管理者の指定についてを議題といたします。

この議案については、総務常任委員長より、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中

の継続審査申し出があります。

お諮りします。

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。

日程第３３ 議案第２２号 まんのう町仲南特産品センターの指定管理者の指定についてを議題といたします。

この議案については、総務常任委員長より、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中

の継続審査申し出があります。

お諮りします。

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。

日程第３４ 議案第２３号 まんのう町仲南道の駅交流センターの指定管理者の指定についてを議題といたします。この議案に

ついては、総務常任委員長より、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続審査の

申し出があります。

お諮りします。

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。
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日程第 35 

日程第 36 

大岡議長

白川正樹

議  員

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。

日程第３５号 議案第２４号 二宮忠八飛行館の指定管理者の指定についてを議題といたします。

この議案については、総務常任委員長より、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中

の継続審査の申し出があります。

お諮りします。

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。

日程第３６ 意見書第２号 尖閣諸島の国有化に反対する中国に対して、外交の見直しを求める意見書案を議題といたします。

提出者から提案理由の説明を求めます。

まんのう町議会議員 白川正樹君。

４番 白川正樹。昨今のテレビ等の領土問題の報道を見ると、日本人、一人一人が、しっかりとした考えを持たなければならな

いと思います。今から発表するこの意見書案の内容は、９月２０日現在の私個人の考えです。誰からも、どこからも強制されたも

のではありません。内容的には２０日以降、情勢が変化して、今日現在の現状と合わないところがあり、また、悪化した事柄もあ

ると思います。それでは、意見書案を読みます。

尖閣諸島の国有化に反対する中国に対して、外交の見直しを求める意見書案。

今年８月１５日、香港の活動家７人が尖閣諸島に不法上陸し、中国国旗を打ち立てた。尖閣諸島は歴史的、国際法的に、我が国

固有の領土であるにもかかわらず、このような行為はこれまで連綿と築き上げてきた日中の信頼関係を根本から覆すものであると

言わざるを得ない。

日本政府は、この事態を深刻に受けとめ、中国政府に対し、断固たる抗議の意思を伝えるとともに、対応方針を固め、毅然とし

た態度で臨み、国際社会に、その正当性を示す必要がある。

尖閣諸島国有化に抗議する中国の反日デモは、９月１８日現在、北京の日本大使館前や上海の日本総領事館近くなど、少なくと

も１２５都市で行われ、瀋陽の日本総領事館では、窓が割られ、上海では日の丸が焼かれた。日系企業や、飲食店などが襲撃され、

多大な被害が出た。暴徒化したデモ隊は、日本製品ボイコットと叫びながら、日本製品を略奪している。これは、愛国に名を借り
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白川正樹

議  員

大岡議長

三好議員

た強盗である。

中国政府は、デモ容認の姿勢を示し、メディアは対日批判を続けている。被害について、中国外務省は、定例記者会見で、その

責任は日本が負うべきと述べた。

まんのう町議会は、中国政府の一連の言動を看過することはできない。謝罪と弁償を強く求めるべきであると考える。

政府は政権交代後、対中国融和政策をとり続けている。２０１０年９月には、公務執行妨害の疑いで逮捕した中国人船長を処分

保留のまま釈放するなど、国益を損なう対応をし続けた結果、中国政府の行動は、歯止めが効かなくなっている。

我が国の領土を毅然たる態度で守る意思を内外に明確にするため、必要な法の整備を速やかに実現されるよう強く要望する。

内政問題に関しては、与野党活発な議論があるだろうが、こと国防と領土に関しては、この意見書案の最後に述べたように、毅

然とした態度で、与野党を問わず、オールジャパンで望まなければならないと思います。

まんのう町議会議員も、日本人であれば、全員賛成で、政府にこの意見書を送ろうではありませんか。終わります。

これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

１１番 三好勝利君。

今の文章では、なかなか立派な文章だと思います。ただ、我々まんのう町におきましても、町議会として、まとめていいものか

どうか。私のうちの近所の方も、つい最近リタイヤして、４、５日休養で帰っておりました。ある工場で、６，０００人おるそう

です。日本人が５００名、その中で工場長で行っております。そういうところで、我々がその隣近所のもんが行っとる分に対して、

こういう文面で、毅然とした態度で望めるものか、どうであるかというのは、やはり古い歴史を調べて、米ソ対立の中に日本が置

かれて、日本は結局その中で守ってもろた。今度、米ソを通り越して、米中の時代なっております。日本も、今やアメリカに次い

で第２の輸出国となっており、そういう中で、今、中央政府も紛争を避け、非常に外交ルートで難しい問題を抱えておると思いま

す。そういう中で、こういう文面は分かりますけど、我々のやっぱり同じまんのう町の住民が行っとる先でございますので、その

辺は、もう少しやはり慎重に考えるべきでないかなと、私はそのように思っております。

中国のとったあれがいいかどうかというのは、国際世論の中で判断していただくのであって、我々まんのう町議会が反対して、

上告して云々というのは、時期尚早か、それとも、やはりもう少し考えてみる必要があるのではないかなと。これ私、まんのう町

議会の議員としての意見です。
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三好議員

大岡議長

白川議員

三好議員

白川議員

大岡議長

本屋敷議員

大岡議長

 白川議員

大岡議員

本屋敷議員

（質疑）

ああ質疑、ですから、今のは、もう少し文面を訂正するなり、修正するなり、やっていただきたいと思います。それで悪いんか

な。答えようがないって、書いたもんが答えないかん。責任持って。

答弁、白川正樹君。

文面を変えということでしょうかね。

文面を変えて、今言うたやないか。内容がちょっときつ過ぎると。

言わんとしていることは、理解していただけたと思いますので、文面に関してはこれで、お願いしたいと思います。

５番 本屋敷崇君。

三好議員さんとよく似た質問にはなるわけですけれども、９９条で言えば、当該自治体、まんのう町にとって、利益がどうのこ

うのいう話が９９条ですから、それに該当するのかというのがまず第１問。それは、広義で言えばするのだろうという判断ではあ

ろうと思いますが、その点を１点と、さらにはですね、尖閣諸島の国有化に反対する中国に対してという意見書ではありますが、

本来であるならば、日本を取り巻く環境、日米安保条約であったりですね、中国のみならず、韓国、ソ連等々とも、領土問題があ

ります。そういった中で言えば、意見書としては、日本国民の国益を守るために、外交の見直しを求める意見書となりますが、そ

の最後にもありますように、毅然たる態度で守る意思を内外に明確にするため、必要な法の整備を速やかに実現されるように強く

要望すると。国益を考えた場合に、どの法をね、どのように変えるのがいいのか。さきほどの三好議員さんとのお話もありますか

ら、とてもすごくナイーブな話なんですよね。そこをどのように考えられとるのか。ほんだら、それ９条なくしますという話であ

るんであれば、９条をなくすのかっていう話にもなりますし、国益を守るとはどういうことなのか。とても難しい意見書なんです

よね。私個人としては、戦争をしないのが１番の国益だと思ってる人間ですから。その外交姿勢をどのように質すのかという部分

が、言明されていないというのはとても難しい。おっしゃりたい意味はわかるんですけど、難しいんですけど、そのあたりどのよ

うに考えていらっしゃいますか。 

４番 白川正樹君。

その件に関してはですね、それは国会議員の管轄ですので、町議会議員の管轄ではないと思います。

（ほんだら、意見書出す必要性がないでしょう。） 

５番 本屋敷崇君。

国会議員の管轄であるというのであれば、最初から意見書をね、出さないというのが基本だと思うんですよね。
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本屋敷議員

大岡議長

白川議員

大岡議長

本屋議員

大岡議長

白川正樹

議  員

大岡議長

三好議員

まんのう町として考える、それが白川議員としてね、考えるのであればならば、今現在、諸外国に対して、毅然とした態度とい

うのがどういうことなのかも含めた意見書でなければ、私個人としては、なかなか同意はしづらいと思いますが、そのあたりどう

思いますか。

４番 白川正樹君。

なんやったっけ。

（どのあたりを変えるべき。）

それは日本国民ということは、我々も日本国民でありますので、一人一人が、生活する生命と財産を守るためだと思います。

５番 本屋敷崇君。

そこでですね、国益を守るための軟化、ね、軟化した態度が国益を守るためにつながっているのか。それとも毅然とした態度で

戦争も辞さないという態度をね、とることが国益を守るためなのか。私個人としましては、国に対し、国民に対して、現在の国益

をいかに維持するかの詳細たる説明を求める意見書とかね、そういったほうがまだ合うのか。まあでも難し過ぎ、外交をそうやっ

て公に出すものでもないですし、とても難しい。とても難しいなと思うんですが、難しいと思いませんか。

４番 白川正樹君。

難しいだろうとは思いますけれどもですね、日本国民の生命と財産を守るためには、下の方から、国会の方へ向けて意見を言う

のは、一番いいと思います。

他に質疑はございませんか。

１１番 三好勝利君。

我々はやっぱり議員の１員ですから、やっぱり言うたことに責任も持たないかんし、やはりいろいろ問題があると思います。さ

きほどね、国民の生命と財産を守る、まず町民の生命と財産を守る、これはもう当然のことであります。

そういう中で、尖閣諸島も忘れられておりましたけど、最近、地下資源が相当調査の上出てきたと。専管水域で漁業権の問題と

か、いろんなんがあるわけです。ただ単にあの小さい島が一つ欲しいとか云々じゃなくして、そこには長い歴史と、やはり、米ソ

対立、米中対立が雪解けになって、結局、日本をオーバーして、今時代はそれに変わっております。

そういう中で、やはり昔の分を掘り返して、今、結局、敵対的にやるのじゃなくして、もっとやっぱり外交ルート使ってもらっ

て、ましてや、日本のやっぱり我々議員の１人であれば、県・国を通じて、国会がもう少し混乱を避けて、毎年、毎年、総理大臣

が変わるような国です。これは日本の国だけです。我々も地方議会の責任があります。そういうことが、先でないかと思います。
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三好議員

大岡議長

白川正樹

議  員

大岡議長

藤田議員

そういうことも踏まえて、出していただきたいと思います。それに対する返答をお願いします。

４番 白川正樹君。

意見ですので、町民から、町民というのは、日本国民でありますので、町民からの意見を、ほうぼうの町民からの意見が国のほ

うに行って、国を動かすだろうと思いますので、こういう意見を、ほうぼうの町議会が、たぶん出してくるだろうと思います。そ

ういう意見であります。

これをもって、質疑を終了いたします。

お諮りいたします。

ただいま議題となっております意見書第２号は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いま

す。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

よって、意見書第２号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

１０番 藤田昌大君。

藤田ですが、尖閣諸島の国有化、この意見書ですが、まず初めに言っときますけれども、まんのう町議会のですね、議案になじ

まないというのが一点だろうと思います。

そしてですね、内容によりますと、やはり、今、三好議員も本屋敷議員も言いましたけれども、やはり隣国の中国、非常に大切

な国でありますし、また、韓国も大切な国であります。中身を聞きますとですね、どうも政権維持のためのパフォーマンスやいう

のがですね、裏に見え隠れしとんですね。それに対して、目くじらを立てて、やいやいやいやい言うようなことでないと思います

ので、憲法９条のですね、理念もありますとおり、平和条約、平和憲法の下にですね、対話の行政を続けるの、対話の外交を続け

るのは当たり前やと思いますし、私も個人的に言いますと日中友好協会のまんのうの支部長をしておりますので、それは言わんで

ええかも分からんのですけれども、そういった立場でですね、やはり三好議員も言いましたように、身近に被害を受ける人がおる

とか、そんなたいへん綿密な関係にある国であります。
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藤田議員

大岡議長

関議員

大岡議長

本屋敷議員

もう一つは、韓国についてもですね、竹島に上陸した、それも含めてになると思うんですね。外交問題全体にいったら、北方領

土問題はもう明らかにロシアのものやいうことを明記されてますよね。国際法上、ただそういった部分とですね、竹島と尖閣諸島

の問題は、また別個の問題だろうと思うんです。

そういった意味では、あんまり、町議会の中でですね、越権行為をしたような意見書を採択するべきでありませんし、やはり政

府に対してはですね、国民として、そういった対応を求めていく、そういった立場でやろうと思いますので、この尖閣諸島の国有

化の分の意見書については、私は、反対の立場を鮮明にしておきたいと思います。以上です。

次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。

６番 関洋三君。

６番 関洋三です。まんのう町議会の規則によりまして、提出者、意見書の提出には、提出者だけでは提出できないと、賛同者

が１名以上いるということになっておりまして、そういうことで、まず一番に賛同者として名前を連ねさせていただきました。そ

ういうことで、私の賛同した理由を述べさせていただいて、賛成討論とさせていただきますので、御清聴ください。

平和を築く道は、ただ祈りだけではなく、また戦争なんて起こるわけがないという思い込みを排除し、冷静な危機感を持つこと

が大事です。戦争を好んだ国は滅び、また、戦争を忘れた国もやがては滅んで行ったということを、歴史は物語っています。

武器を持つ前に、自分の国は自分らで守るんだという強い意思を、皆で示すことが重要であり、情報社会における情報戦争なる

ものは、既に始まっております。決して惑わされることなく、毅然とした態度で、供に愛国心のバランスを保つことは、戦争回避

の道だと信じます。

尊い犠牲を払った英霊に対して申しわけがない、父親と二度と戦争体験させたくないという強い意志を持って、今、自分らがで

きることを、精いっぱいやってみようとする意思表示です。多くの方の賛同をお願いしたいと存じます。以上で、賛成討論を終わ

らせていただきます。

５番 本屋敷崇君。

提出者、賛同者の意見は分からんこともないんですが、反対討論させていただきます。

さきほど関議員がおっしゃったように、戦争が起こるはずはないというのは、当然、考えるべきではなく、戦争は最終的な政治

の最終局面ですから、当然起こり得るものだとして、考えるべきものであることは間違いないことだと思います。

その中で、情報戦争、さらにはそれに似た国際社会の中で、冷静な判断をしなければならないと言ったのは、おっしゃったとお

りだと思います。それを鑑みればですね、今回の意見書においては、かなり冷静さを欠くのではないかと。もう少しですね、全体
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日程第 37 

本屋敷議員

大岡議長

 白川年男

議  員

大岡議長

青野議会

事務局長

的に、さらには、国益を守るということに対しての部分、それをもう少し綿密な形での意見書としたほうが、分かりやすいしです

ね、本来であるならば、この外交に関しては、私たちは意見書というよりも、むしろ選挙といった部分での、判断のほうが正しい

のではないのかなと思いますので、反対とさせていただきます。

７番 白川年男君。

新聞とかテレビ、いろいろ報道されて、そう深く、一般的に考えて、これは当然、提出されとるようなことが、新聞あるいはテ

レビ、当然のことでなかろうかと。それは深く掘り下げて、いろいろ精査することも必要でしょうが、タイミングとか、そういう

のもあろうと思いますんで、こういう時期に、まんのう町から出したきに、それがどうか、どんだけ影響するか、それはちょっと

分かりませんが、こういう時期が時期ですから、やはり、どなん言うても、一介の１つの小さな町といやあ、町ですけど、やはり

こういうとこからも一つの声は声として、代弁者たる我々も、発信しとくのも一つの手段でなかろうかと思って、賛成討論とさせ

てもらいます。以上です。

これをもって、討論を終結いたします。

これより、意見書第２号 尖閣諸島の国有化に反対する中国に対して、外交の見直しを求める意見書案を起立により採決いたし

ます。

本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

（きょろきょろせんでええが。思ったとおりせえ。きょろきょろせんと。自分の意思でやったらええんじゃが。）

起立少数であります。

よって本案は否決されました。

日程第３７ 議員派遣の件を議題といたします。

本件については、会議規則第１２０条の規定によって、委員を派遣するものです。

議会事務局長に朗読をさせます。

事務局長 青野進君。

議員派遣の件、次のとおり議員を派遣する。

１、第５３回四国地区町村議会議長会研修会

１、目  的   これからの地方自治に対応した議会の活性化を図るため
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日程第 38 

青野議会

事務局長

大岡議長

閉  会

２、派遣場所   アルファあなぶきホール

３、期  日   平成２４年１１月６日

４、派遣議員   全議員

平成２４年９月２５日提出、まんのう町議会議長 大岡克三。

以上です。

お諮りいたします。

ただただいま提案をいたしました委員派遣の件については、朗読内容のとおり派遣することに決定いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

よって、議員派遣の件については、これを決しました。

日程第３８ 閉会中の継続調査についてを議題といたします。

本件は総務常任委員会、教育民生常任委員会及び建設経済常任委員会において、当該所管事務調査のための閉会中の継続調査並

びに議会運営委員会において、議会運営を効率的かつ円滑に行うための閉会中の継続調査について、それぞれ委員長より申し出が

あります。

お諮りいたします。

各委員長からの申し出のとおり、議会閉会中の継続調査をすることに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

各委員長からの申し出のとおり、議会閉会中の継続調査をすることに決定いたしました。

以上をもって、本定例会に付議された案件の審議はすべて終了いたしました。

会議を閉じます。

これにて、平成２４年第３回まんのう町議会定例会を閉会いたします。

閉  会   午前１１時２０分



33

  地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。         

平成２４年９月２５日 

     まんのう町議会議長  

まんのう町議会議員

まんのう町議会議員
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